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裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の概要

法務省

1 改正の必要性及び趣旨

近年の事件動向及び判事補の充員状況を踏まえ，判事補の員数を減少するととも

に，裁判所の事務を合理化し，及び効率化することに伴い，裁判官以外の裁判所の

職員の員数を減少する必要がある。

2 法律案の内容

(1)判事補の員数を40人減少すること （第一条関係）

近年の事件動向及び判事補の充員状況を踏まえ，判事補の員数を40人減少し

ようとするもの。

（2）裁判官以外の裁判所の職員の員数を26人減少すること （第二条関係）

事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員のワークライフバランス推進

を図るため，家庭裁判所調査官を2人，裁判所事務官を39人それぞれ増員する

とともに，他方において，裁判所の事務を合理化し，及び効率化することに伴い，

技能労務職員等を67人減員し，以上の増減を通じて，裁判官以外の裁判所の職

員の員数を26人減少しようとするもの。

施行期日

令和4年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
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1 裁判官の定員の減員

2裁半ﾘ官以外の裁判所の職員の定員の増減員

－2－

区分 ’ 理 由 減員数

事件動向及び充員状況を踏まえた定員の見直し 40

’ 増 員

理 由 員数

－減－頁一一
理 由 員数 ’

増減計

家庭裁

判所調

査官

国家公務員のワークラ

イフバランス推進
2 2

裁判所

速記官

録音反訳方式の導入

による逐語録作成事務

の効率化

ー2 －2

裁判所

事務官

(1)事件処理の支援のた

めの体制強化

(2)国家公務員のワーク

ライフバランス推進

39 事務処理の合理化 －

47 －

8

技能労

務職員 化

庁舎管理業務の合理
－

18 ー 18

合計 41 －67



平成23年以降，改正法案の施行日を「4月1日又はこの法律の公布の日の

いずれか遅い日」 としている理由について

1 裁判所職員の定員には，裁判所職員定員法において定められる定員（以下

｢法律定員」 という。 ） と一般会計予算において定められる定員（以下「予算
一

定員」 という。 ） とがあるが，両者は，いずれも，裁判所の事務を遂行するた

めに必要な職員の員数という観点から定められるものであるから，基本的に一

致すべきものであり，裁判所職員定員法の一部を改正する法律案（以下「改正

法案」 という。 ）の施行日については，会計年度の初日である4月1日とする

ことが望ましい。

2 また，平成22年度までは，判事補から判事となる者の判事任官日が毎年

4月初旬であったことから，改正法案の成立が4月以降にずれ込むと，判事

への任官の一部抑制や人事異動の凍結といった深刻な事態を招来し，裁判の

運営そのものに重大な支障を来すことを理由に，改正法案を日切れ扱いとし

て4月1日を施行日とする形での法改正を行ってきた。

しかし，平成11年度に実施された司法修習制度の変更（司法修習53期以

降は，修習期間が約2年から約1年6か月に短縮された｡）により，平成23

年度からは,判事補から判事となる者の判事任官時期が10月以降となったた

め（注)，改正法案の成立が4月以降にずれ込んだとしても，直ちに上記のよ

うな裁判の運営に重大な支障を生じることにはならないことから,平成23年

以降,改正法案を日切れ扱いにしないこととしたものである。

3 もっとも，法律定員と予算定員をなるべく一致させるべきであることは，

前記1のとおりであって，仮に改正法案の成立が4月以降にずれ込んだとして

も，可及的に近付けるべきであることに変わりはない。

4以上のことから，平成23年以降，改正法案については，その施行日を「4

－3－



月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日」 と定めている。

注）判事任官時期

－4－

修習期 修習期間 判事補任官時期 判事任官時期

52期 約2年 平成12年4月 平成22年4月

53期 約1年6か月 平成12年10月 平成22年10月

54期 約1年6か月 平成13年10月 平成23年10月

55期 約1年6か月 平成14年10月 平成24年10月

56期 約1年6か月 平成15年10月 平成25年10月

57期 約1年6か月 平成16年10月 平成26年10月

58期 約1年6か月 平成17年10月 平成27年10月

59期 約1年6か月 平成18年10月 平成28年10月

現行60期 約1年4か月 平成19年9月 平成29年9月

新60期 約1年 平成20年1月 平成30年1月

現行61期 約1年4か月 平成20年9月 平成30年9月

新61期 約1年 平成21年1月 平成31年1月

現行62期 約1年4か月 平成21年9月 令和元年9月

新62期 約1年 平成22年1月 令和2年1月

現行63期 約1年4か月 平成22年9月 令和2年9月

新63期 約1年 平成23年1月 令和3年1月

現行64期 約1年4か月 平成23年9月 令和3年9月

新64期 約1年 平成24年1月 令和4年1月（予定）

現行65期 約1年4か月 平成25年1月 令和5年1月（予定）

新65期 約1年 平成25年1月 令和5年1月（予定）

66期 約1年 平成26年1月 令和6年1月（予定）



民事訴訟事件（地方裁判所）
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''1事訴訟事件（地方裁判所）
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家事事件（家庭裁半ll所）
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少年保護事件（家庭裁判所）
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